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建築基準法に 

基づく条例 
秦野市建築基準条例 

定期報告対象 

建築物の概要 

       用 途          規 模      その他 

 ・劇場,映画館.演芸場,観覧場、公会堂*1   100㎡超 *1  屋外観覧場は１０００㎡を

超えるもの。 

*2  児童福祉施設等については

宿泊施設を備えるものに限

定している。 

*3  ２階以上で、当該用途が避難

階以外に及ぶもの。 

 

・百貨店、マーケット、物販   500㎡超 

・ホテル、旅館*3 

・児童福祉施設*2*3 

・病院*3 

  300㎡超 

    〃 

  〃  

 

中 間 検 査 制 度

の概要 

構 造         用 途          規 模      その他 

W,S,RC,S 

 RC造 

  

 

 定期報告対象建築物（上記） 
 

  全て    
・新築に限る 

・仮設建築物を除く 

・型式適合認定等建築

物を除く 

・計画通知による建物

で階数が２以下ま

たは延べ面積が200

㎡以下のものを除

く 

・定期報告対象建築物

の百貨店、マーケッ

ト、物販は、福祉の

街づくり条例の公

共的施設に含まれ

るので注意してく

ださい。 

 

・神奈川県みんなのバリアフリー街づくり

条例第2条1項2号に規定する公共的施設

で用途面積が定められていないもの 

 

   全て 

・同規則別表第1に施設の用途面積が定め

られているもの 

 

300㎡超 

    

・自己の居住用以外の一戸建住宅（分譲住

宅に限る）     全て 

 

・地階を除く階数が３以上建築物 
   全て 

 

積雪荷重 
垂直積雪量 ３５cm 以上（ただし丹沢大山国定公園区域内は平成１２年建設省

告示第 1455 号の垂直積雪量による数値以上とする）  

法第 22 条の指定 全域（国定公園の一部及び自然公園地域の一部を除く） 

法第５0 条 1 項 
階数の制限（第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域の階数の制限、

最下階から数えて５を超えてはならない） 
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法第５２条 5 項 

地盤面の指定（第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中

高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居

地域及び準住居地域。ただし、地区整備計画等が定められた地域を除く。地盤

面は、建築物が接する最も低い位置から 3メートルの位置の平均高さ） 

法第５２条 8 項 全域適用除外 

日影規制 

建築基準法 別表第四（に）欄 （は）欄 

一（１低・２低）       ：（一）３時間・２時間    ：1.5ｍ 

 二（１中高・２中高）     ：（二）４時間・２．５時間  ：4.0ｍ 

 三（1住･2 住･準住･近商･準工) ：（二）５時間・３時間    ：4.0ｍ 

日影図作成上の緯度（35°30´）経度（現地※） 

 ※「現地」とは国土地理院等の地図に基づいて申請地の経度を採用する場合 

白地地域におけ

る建築形態制限 

建ぺい率５０％、容積率１００％、道路斜線制限の勾配１．２５、隣地斜線制限の高さ

及び勾配２０ｍ＋１．２５ 

その他の事項 

 

 


